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新たなM&Aスキームに関する税務論点 

吸収合併の導入と税務上の影響

 

PwCタイは、民商法（Civil and 

Commercial Code: CCC）に導入され

た、２社またはそれ以上の法人の合併

に関する法律の改正について、最新情

報をお知らせいたします。今回のニュー

スレターでは、「繰越欠損金」という重要

な問題に焦点を当て、民商法の改正に

より変更が予想される税務上の取り扱い

について、わかりやすく説明いたします。 

 

背景 

改正前の民商法に基づくタイの新設合

併 

 

歳入法典第 74条(1)(b)に基づく、改正

前の民商法では、新設合併により、新し

く法人を設立し、被合併法人を解散・清

算することが求められていたため、被合

併法人の繰越欠損金を将来得られる利

益と相殺するために、新設合併後の新

設法人へ引継ぐことは認められていませ

ん。 

 

ただし、新設法人は被合併法人のその

他全ての権利・義務を承継します。 

 
 
 
 
 

 

“民商法の改正が M&Aに関する税務
実務に影響を与える” 
 
 

吸収合併の導入 

 

タイ政府は、2022年 11月 8日、民商

法の改正に基づく、新たな合併スキーム

を公表しました。 

 

民商法の改正により、「吸収合併」が企

業再編の一つの形態として認められまし

た。吸収合併のスキームでは、1つまた

は複数の法人が別の法人に合併され、

被合併法人は解散し、合併するもう一方

の法人は存続します。合併法人（存続法

人）は、吸収合併により他の被合併法人

の全ての資産、負債、権利、義務、およ

び責任を承継します。 

 

改正法に基づく合併と買収、および合併

スキーム 

 

吸収合併スキーム 1 

    
吸収合併スキーム 2 
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新設合併スキーム

 
 

合併の定義 

「合併」とは、1つまたは複数の法人が他

の法人と合併すること（吸収合併）、または

2つ以上の法人が合併して 1つの新しい

法人を設立すること（新設合併）を意味し

ます。このようにして合併し消滅する法人

は、被合併法人と呼ばれます。 

合併の一般的な原則  

合併の場合、合併法人は被合併法人の

立場を引き継ぐこととなります。したがっ

て、合併前の被合併法人のすべての権利

および義務は、合併後の合併法人の権利

および義務となります。 

問題点 

 

合併法人に関して、現在、歳入法典第

74条(1)(b)には、「ーそして、いかなる場
合においても、合併前の法人またはパ
ートナーシップの純損失は、純利益また
は純損失の計算において費用として扱
われないものとします。―」と規定されて
います。 

 

したがって、現在の税法では、法人やそ

の株主が繰越欠損金による税務上の優

遇措置を享受できないと解釈されます。 

 

つまり、歳入法典第 65条 ter (12)で認め

られている、被合併法人の繰越欠損金を

5年間繰り越して合併法人の利益と相殺

することができません。このように、歳入法

典に基づく合併のデメリットは、納税者が

利用可能なすべての繰越欠損金を活用で

きないことです。 

疑問点 

民商法の改正に伴い、今後歳入法典が

改正され、合併法人に合併時点で存在

する繰越欠損金を繰り越すことが認めら

れるのでしょうか。 

 
 
 

税務上の繰越欠損金の定義 

 

繰越欠損金または税務上計算される欠

損金は、法人が将来の利益と相殺する

ために過年度の損失を繰り越すことを可

能にする税務上の規定です。 

 

税務上の繰越欠損金の国際理論 

 

理想的には、歳入法典の規定上、法人

が損失を期限なく繰り越せるようにする

べきです。ただし、標準的な法人税制を

採用している一部の OECD加盟国で

は、限定的な欠損金の繰越しのみを認

めています。 

 

損失および累積損失の定義 

 

損失は、資本損失と事業損失または投

資損失に分けられます。 
I. 資本損失は、通常、資本財産

の処分において、売却対価が

納税者の財産の取得原価およ

び処分費用を下回る場合に発

生します。 

II. 事業損失・投資損失は、通常、

特定の年度において、その年の

事業または投資に関連する費

用が収益を超過した場合に発

生します。 

III. 累積損失とは、合併前の被合

併法人の損失（資本損失または

事業損失から発生する）を意味

します。理論的には、事業再編

や合併が行われなければ、歳

入法典の規定に基づき、これら

の損失を繰り越し、将来の利益

と相殺する権利を有します。し

かし、残念ながら、新設合併に

よる累積損失の繰り越しは、第

74条(1)(b)で禁止されていま

す。 

 

また、歳入局が新たな吸収合併の下で

の繰越欠損金の使用可否は、まだ明確

にされていません。 

 

PwCのコメント 

 

一般的に、合併法人の税務上の繰越欠

損金は留保されるべきです。しかし、こ

の問題は歳入法典で明確に示される必

要があります。 
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吸収合併の導入に関する PwCの見解 

 

民商法の改正に伴い、従来の新設合併

を前提とした税法から吸収合併も考慮し

た税法に変更する必要があります。 

 

歳入局の法務チームとの議論に基づく

と、歳入局は民商法に準拠した歳入法

典の改正を検討しているとのことです

が、改正時期は未定です。しかし、歳入

局の法務チームは、今年後半には進展

があるとの見込みを示しています。 

 

以下のような M&Aに関わる税制の問題

や影響については、今だ検討中であり、

歳入局からの回答や解釈についてフォ

ローアップする必要があります。 

• 歳入法典に M&Aに関する新たな規

定が必要: 歳入法典第 74条(1)(b)を

民商法に準拠するよう改正すべきで

す。 

• 繰越欠損金の使用： 税務上の損失

は合併法人に引継がれるべきです。 

• 方法: 合併法人で繰り越された欠損

金と、被合併法人から取得した事業

から得られる利益との相殺を認める

すべきです。 

• 繰越期間: 一部の国・地域では、税

務上の損失を無期限に繰り越するこ

とが認められています。ただし、タイ

では、第 65 条 ter(12) に基づき、欠

損金を 5 年間に限り繰り越すことが

可能です。したがって、被合併法人

の損失は合併後 5 年間は、繰り越し

可能であるべきです。 

• 繰越欠損金を引き継ぐ時期: 合併法

人は、繰越欠損金の使用による将来

の所得からの控除を目的として、合

併時に被合併法人の繰越欠損金を

引き継いだものとみなされるべきで

す。 

• 条件: 歳入法典に、合併法人の繰越

欠損金使用の要件を示すべきです。

ただし、現時点ではこの点に関する

特定のガイダンスは公表されていま

せん。 

• 同一事業の取引ルール: 一般的に

は、被合併法人から引き継いだ繰越

欠損金は、被合併法人から取得した

事業から得られる合併会社の利益と

相殺する場合にのみ使用できます。

しかし、歳入法典にはこのような規定

について言及していません。この点

に関する今後の展開に注目する必

要があります。 

 

次のステップ 

歳入局は、吸収合併前に生じた繰越欠

損金が合併法人で使用可能かを含め、

繰越欠損金に関する指針を提供するた

めに、歳入法典を改正すべきです。 

 

PwCは、これらの問題を明確にするた

め、歳入局の法務チームと連携し、引き

続きフォローアップを行っています。また

本件に関してアップデートがあり次第、

お知らせいたします。
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